
感染症による出席停止と手続きについて 

保健室より 

出席停止について 

 下記の感染症にかかった場合、所定の期間出席停止となります。治癒後、登校した

際に担任に治癒報告書を提出してください。 

 

 



感染症にかかってしまったら 

・「クラス・氏名・感染症名・発症日・部活動」を学校まで連絡してください 

・上の表の出席停止期間+主治医から登校の許可がでるまで出席停止となります 

回復するまで安静にし、ゆっくり休んでください 

・感染症から回復し登校する際には出席停止の手続きのため、保護者が記載した  

『治癒報告書』を持参し担任の先生まで提出してください 

・松戸高校の様式の治癒報告書を使えば医療機関の高額な診断書等は不要です 

・治癒報告書は市松ホームページよりダウンロードできます。        

病院発行の診断書・治癒証明書でもかまいません。(病名・出席停止期間・   

医療機関名)が書いてあれば様式は問いません。 

 

 

（例）インフルエンザで出席停止になった場合の出席停止期間の数え方 

 

※発症した日を「０日」と数えますので、早く登校しないようにご注意ください。 

 


